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限りある資源を大切に�本紙はリサイクルによる、古紙からの再生パルプ（１００％）を使用しています。

　市議会では、より開かれた議会を目指して議会改革に取

り組んでいますが、その一環として、本年９月定例会から、

本会議で審議を行った議案、請願の審議結果及び各常任委

員会で審査を行った陳情の審査結果をインターネットを通

じて公開します。芦屋市のホームページ「市議会コーナー」

の中から、議案・請願の審議結果及び陳情の審査結果を選

んでごらんください。

　これまで、付議事件の審議結果は、市議会だよりでお知

らせしていましたが、本年６月に、請願・陳情取扱要綱を

制定し、請願・陳情の取り扱いが大きく変わりましたので、

これを機にホームページでも公開することにしました。

　今回の改正で、大きく変わったのは、①請願人が請願趣

旨について口頭説明を行えるようにしたこと、②請願の項

目のうち、部分的に採択することができるようにしたこと、

③陳情も委員会で審査を行うようにしたこと、の３点です。

特に、陳情（嘆願書、要望書、声明書、決議の類で議長が

必要と認めるものを含む）は、これまで議会運営委員会を

通じて各議員に参考配布するにとどめていましたが、所管

の常任委員会等で審査を行うことにしたものです。本会議

で議会全体の意思として結論を出す請願に対して、陳情は

所管の委員会で結果を出すことにしています。

　また、陳情は請願と違って継続審査（次の定例会まで継

続して審査を行うこと）を行いませんので、①採択（趣旨

が妥当と認められるもの）、②不採択（趣旨が妥当と認め

られないもの）、③結論を得ず（採択・不採択の結論が得

られないもの）、④審査不要（すでに願意が達せられてい

るもの）の４つの中から結果を出すことになります。

　陳情については、審査結果のうち、採択・不採択の結論

を得たものを議会だよりで掲載します。また、インターネッ

トではすべての結果を閲覧することができます。
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芦屋市ホームページの「市議会コーナー」で
　議会での議案・請願等の審議結果を公開します
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平成１５年度各会計別歳入歳出決算額（財産区会計を除く）
（単位：千円）

歳　　　　出歳　　　　入
区　　　　　　分

前年度比決　算　額前年度比決　算　額
％

△ ９．７６
　

４０，５３６，２８２
％

△ ９．６０
　

４１，４８４，９７５
一 般 会 計

１０．２０６，４６１，２８３１１．４２６，５８０，１９９国民健康保険事業
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会　

計

△ ４．８７３，６９９，６３６△ ４．９９３，７５４，３８５下 水 道 事 業

△ ５１．９９２９５，０５０△ ４１．５４３６１，８４７公共用地取得費

△ ２８．６８１７，７０７１．５２２７，１１７都市再開発事業

△ ０．８０８，４０３，５０５２．１４８，８４４，４３４老人保健医療事業

２．３２２８１，３０８２．３５２８１，８０８駐 車 場 事 業

１０．８６４，１７１，９０９１０．５４４，１７７，２４４介 護 保 険 事 業

△ ５．８３６３，８６６，６８０△ ５．２０６５，５１２，００９合　　　　　　計

付 議 事 件 の 審 議 結 果

結　　　果件　　　　　　　　　　名議案番号

可 決（９／２７）

可 決（９／２７）

可 決（９／２７）

可 決（９／２７）

可 決（９／２７）

可 決（９／２７）

認 定（９／２７）

認 定（９／２７）

同 意（９／２７）

同 意（９／２７）

継続審査（９／２７）

議員その他の非常勤職員の公務災害補償等条例の一部改正

市地区計画の区域内における建築物の制限条例の一部改正

１６年度一般会計補正予算（第２号）

１６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

丹波少年自然の家事務組合規約の変更等の協議

指定管理者の指定

１５年度芦屋市病院事業会計決算の認定

１５年度芦屋市水道事業会計決算の認定

教育委員会委員の任命

教育委員会委員の任命

１５年度芦屋市各会計決算の認定
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義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

郵政民営化に関する意見書

２０

２１

議

提

採 択（９／２７）
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義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書

不衛生きわまりないごみ屋敷の排除に関する請願

郵政民営化に関する意見書の提出を求める請願

１７
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※議案番号欄「議提」とあるのは、議員提出議案。

陳情の委員会審査結果

結　　　果
審査を行った
委　　員　　会

件　　　　　　　　　　名
陳情
番号

採 択（９／８）
建　　　設
常任委員会

和田興産マンション建設計画に関する陳情　７

※委員会審査の結果、採択・不採択の結論を得たものを掲載しています。

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

　義務教育は、国民として必要な基本的資質を培うものであり、憲法の要請として、教育の機会均等と

全国的な教育水準の維持向上を図ることは国の責務である。

　義務教育費国庫負担制度は、国による最低保障の制度として、義務教育水準を確保するために不可欠

の制度であり、現行教育制度の根幹をなしている。

　この間、義務教育費にかかる経費負担のあり方について各関係機関で検討が行われているが、財政論

のみに偏ることなく、教育論として今後の義務教育のあり方を見据え、国の役割を定めて慎重に検討さ

れる必要がある。

　よって政府におかれては、今後も国の責任において、すべての子供が全国どの地域に住んでいても一

定水準の教育が受けられるよう、義務教育費国庫負担制度を堅持されるよう求めるものである。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

芦　屋　市　議　会　　

郵政民営化に関する意見書

　先ごろ政府は、郵政事業の民営化に関する基本方針を閣議決定したところであり、来年の通常国会提

出に向けて、平成１９年４月から郵政事業を民営化するための法案化作業に着手したところである。

　しかしながら、我が国の郵政事業は、全国で約２万４，７００ヵ所に及ぶ郵便局のネットワークを通じて、

都市部をはじめ山間僻地や過疎地にまで広く公平なサービスを提供するとともに、住民票・印鑑証明書

の交付等、行政のワンストップサービスの取り扱いを行っている郵便局もあるなど、住民生活の利便の

向上と地域社会の発展に大きく寄与しているところである。

　よって、国におかれては、今後の郵政事業の展開を検討するに当たっては、郵政事業が地域において

果たしている公共的・社会的役割の重要性にかんがみ、これからも地域の要請にこたえるサービスの充

実と利便性の確保、とりわけ利用者の立場に立った最善の方策など、諸機能の発揮が十分なされる方向

で検討されるよう強く要望する。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　　　　　　　　　芦　屋　市　議　会　　

提出先　内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣

提出先　衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣、金融担当大臣

可 決 し た 意 見 書


